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本章の概要 
 

一人一人が互いの個性や能力を尊重し、豊かな心を持ち、個性と能力を発揮し、協力し合える地域

社会づくりを進めるとともに、生きる力や豊かな心、健康な身体を育み、自己の充実と生活の向上の

実現を目指して、学ぶ機会の充実に努めます。 

また、性別や年齢に関係なく、様々な人が学習やスポーツに親しむことができる環境づくりを行

い、誰もが学び活躍することができるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別や年齢を問わずすべての人々が、職場、

家庭、地域社会などのあらゆる分野において

自分らしく、個性と能力を発揮し、協力し合え

る男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

一人一人が互いの人権を尊重し、個性や能力

を認め合い、誰もが自分らしく、幸せに暮らす

ことができる社会を推進します。平和の大切さ

を次世代に継承するため、平和に関する歴史的

な資料等の整理・保存に努めます。 

 

きる環境づくりに努め 

１ 人権・平和 ２ 男女共同参画 

第１節 人権 

 

市民が学習できる機会を拡

充し、市民が生涯にわたって

自らの意思で学ぶことができ

る環境づくりに取り組みま

す。 

 

児童・生徒が自立して生き

る力を育む学校教育を推進

し、一人一人が人間性豊かに

成長できる環境づくりに取り

組みます。 

第２節 教育 

１ 学校教育 ２ 生涯学習 
 

誰もが気軽にスポーツや

レクリエーションに触れ合

える環境づくりを行い、生涯

スポーツ社会の実現を目指

します。 

３  

スポーツ・ 
レクリエ－ション 

 

文化財の適正な保護・保存に努めるととも

に、資料の展示等を通じて、文化財保護に対す

る市民意識の向上を図ります。また、地域の伝

統的な文化を子どもたちの世代に継承してい

くための機会を提供し、保護思想の高揚に努

めます。 

 

地域の文化を支える市民の文化団体を支援

するとともに、誰もが質の高い多様な文化・芸

術に触れる機会や場の充実に努めます。 

１ 市民文化 ２ 伝統文化・文化財 

第３節 文化 
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第
１
節 

人
権 

第１節 人権 

１ 人権・平和 

 

  現状と課題 

《人権》 

○ 近年、「性別」、「年齢」、「宗教」、「国籍」などの多様性を尊重する風潮が広がっており、さら

に今後加速していくことが見込まれます。一人一人の人権が尊重される社会に向け、多様性へ

の理解は浸透し始めているものの、 女性や外国人、性的少数者への差別、 虐待やいじめ等の問

題は顕在しており、多様性社会の実現にはまだ至っていない現状があります。 

○ 本市では、これらの差別や偏見を解消するための相談事業や啓発活動、学校教育等を実施し

ており、今後も引き続き人権の尊重に関わる事業を行い、一人一人の個性が尊重される社会に

向けた取組を行う必要があります。 
 

表 4－1 人権相談等の実施内容                      （令和７年４月 1 日現在） 

相談名 相談日時 相談員 内容 

こ こ ろ の 保 健 室 

月２回 

（対面・ 

電話相談 

及びオンラ

イン相談各

１回） 

【対面・電話相談】 

男性相談員 

（偶数月） 

女性相談員 

（奇数月） 

【オンライン】 

男性相談員 

職場関係、子育て、離婚、性自認の悩み

等についての相談 

法 律 相 談 月 3 回 弁護士 

結婚、離婚、扶養、戸籍、相続、遺言、

損害賠償、訴訟その他法律全般につい

ての相談 

人 権 相 談 月１回 人権擁護委員 

人権侵害、家族関係、近隣関係、家庭内

不和、離婚、扶養など身近な人権問題に

ついての相談 

女性弁護士による 

法律相談 
月２回 女性弁護士 

結婚、離婚、ハラスメント、ＤＶ、相続、

ご近所トラブル等についての相談 

LGBTQ 相談 

不定期 

（対面・電

話・オンラ

イン相談） 

専門相談員 

性自認や性的指向に関する悩み、カミ

ングアウトについての不安、家族や友

人との関係等についての相談 

出典 秘書広報課・協働推進課資料 
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《平和》 

○ 本市は、昭和 59 年 8 月に「武蔵村山市非核平和都市宣言」を行い、その理念の下に動画作成

や平和学習バスツアーをはじめとする平和関連事業を行ってきました。平成 27 年度には、市民

の平和な生活を守り、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を推進するため、平和首長会議に加盟

しました。 

○ また、戦時中、市内には東京陸軍少年飛行兵学校や村山陸軍病院等の軍事施設があったこと

から、平成 28 年に東京陸軍少年飛行兵学校の跡地の一角に歴史民俗資料館分館を開館し、戦争

関連資料や当時の様子を伝える記録などを常設展示しています。 

○ 令和７年度には、戦後 80 年を迎えるに当たり、戦争体験者の声を後世に残すべく、映像を制

作するとともに、市内の小・中学生及びその保護者が広島県・長崎県・沖縄県の平和関連施設へ

視察を行う際の費用の一部を補助し、報告会を実施しました。 

○ 戦後 80 年以上が経過し、戦争を知らない世代が多数を占める時代となりましたが、恒久平和

の達成に向け、次世代を担う子どもに平和の大切さを継承していくことが求められています。 

 

 

◆武蔵村山市非核平和都市宣言 

昭和 59 年 8 月 6 日 

平和を希求する心は私たち人類の共通の願いであります 

しかし地球上には全世界の人類と文明を一瞬にして滅亡させて余りあるほどの核兵器が

存在しております 

そしてこれらを保有している国々の間では依然として核軍備の激しい競争が行われ人類

は核戦争の恐怖と脅威にさらされているところであります 

私たちは世界で唯一の核被爆体験を持つ国民として核兵器がいかに悲惨なものであるか

を全世界に訴え人類の永遠の存在のため核兵器の廃絶を求めていかなければなりません 

平和を愛し平和を守る市民とともにここに非核平和都市を宣言します 

 

 

  基本方針 

○ 一人一人の個性、能力、価値観が尊重され、それを発揮することができる社会の実現を目指し

て、様々な啓発活動や相談、支援を行います。 

○ 武蔵村山市非核平和都市宣言を基本理念に、関連事業の実施や歴史民俗資料館分館での常設

展示等を通じて、平和意識の醸成に努めるとともに、平和に関する歴史的な価値を有する資料

等の整理・保存に努めます。 
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  施策の体系・内容 

 

 

⑴  人権意識の高揚 
① 人権意識の高揚 

○ 一人ひとりが尊重され、自分らしく暮らせる社会、多様性と包摂性のある社会の実現を目

指すため、（仮称）武蔵村山市ダイバーシティ都市宣言の検討を行います。 

○ 人権尊重の理念を広く社会に定着させるため、多摩西人権擁護委員協議会等の関係機関と

連携し、市民が人権尊重の重要性、必要性についての理解を深め、豊かな人権感覚を身に付

けることができるよう、人権に関する啓発活動を推進します。 

   

② 人権教育の推進 

○ あらゆる偏見や差別をなくすため、全ての教育活動を通して人権教育を推進し、多様性へ

の理解を促進します。 

○ 学校・家庭・地域、関係機関と連携し、児童・生徒にいじめは絶対に許されないことを徹

底して指導します。 

○ また、ダイバーシティ教育(* )を通じて、多様性への理解を促進します。 

 

⑵ 人権相談の充実 
人権相談の充実 

○ 人権侵害による被害者を救済し、人権を擁護するため、人権擁護委員との連携等による人

権相談の充実を図ります。 

○ 女性が相談しやすい体制を整備するため、男女共同参画センター「ゆーあい」において女

性弁護士による法律相談を実施します。 

○ 性自認や性的指向に関する悩みを持つ当事者を支援するため、当事者やその家族、友人、

支援者等を対象とした相談を実施します。 

 

⑶ 権利擁護機関との連携強化 
権利擁護機関との連携強化 

○ 人権の侵害に対して適切な対応が図れるよう、学校、人権擁護委員、東大和警察署、保健

所及び社会福祉協議会等の各関係機関との連携強化を図ります。 

 

1 人権・平和 
  

⑴ 人権意識の高揚 
  

①人権意識の高揚 
    

       
      

②人権教育の推進 
      
       
   

⑵ 人権相談の充実 
  

人権相談の充実 
     
       
   ⑶ 権利擁護機関との連携強

化 
  

権利擁護機関との連携強化 
     
       
   

⑷ 平和意識の醸成 
  

平和意識の醸成 
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⑷ 平和意識の醸成 
平和意識の醸成 

○ 平和の意義を確認し平和意識の高揚を図るため、平和に関する講演会等を開催します。 

○ 歴史を風化させることなく、平和について考えその尊さを語り継いでいくため、平和に関

する図書の展示・貸出しを行うとともに、歴史民俗資料館分館において、平和に関する歴史

的な価値を有する資料等の整理・保存に努め、常設展示を実施します。 

 
 

  成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標 1 

性の多様性に関する 

啓発活動の実施回数 

８回 

(R5) 
➡ ●回 

(R12) 
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２ 男女共同参画 

 

  現状と課題 

○ 男女共同参画社会基本法や配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防

止法）、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護

休業法）、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）のほか、近年で

は、令和６年に、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）が施行される

など、男女共同参画に関する国の法制度は徐々に充実してきました。 

○ また、令和４年には、女性デジタル人材育成プランが決定されるなど、女性の就労支援、女性

の経済的自立、デジタル分野におけるジェンダーギャップの解消に向け、女性がさらに社会進

出していくための環境整備が進められてきました。女性がさらに社会進出していくための環境

整備は進んでいるものの、性別による固定的な役割分担意識、不安定な雇用状況や長時間労働

など依然として課題は残されています。 

○ こうした中、本市においても令和７年 3 月に「第五次男女共同参画計画－ゆーあいプラン－」

を策定し、全ての市民が性別や年齢、国籍等に関わりなく、それぞれの人権・個性・能力・価値

観、多様性等が尊重される男女共同参画社会の実現を目指しています。 

○ 男女共同参画事業の推進に当たっては、緑が丘ふれあいセンター内の男女共同参画センター

「ゆーあい」を推進拠点として、男女共同参画社会、ダイバーシティの推進に関する情報及び学

習機会の提供、資料・図書の展示や貸出、性別や世代に関わらず多様な人々とつながるきっかけ

となる講座やイベントを開催しています。 

○ 男女共同参画計画の効果的な推進と市民の参画を促進するため、男女共同参画推進市民委員

会が設置され、市が行う男女共同参画計画の推進に関する事務への協力のほか、男女平等・男女

共同参画に関する調査研究、男女共同参画の推進の啓発に関することなどを行っています。 

○ 男女共同参画社会の実現のためには、職場、家庭、地域社会などにおいて男女共同参画の意義

を認識して行動することができるよう、男女平等の意識づくりを行い、性別や年齢等などに関

わらず多様な人材が活躍するまちを実現する必要があります。 
 

表 4－2 市の各委員会等における女性委員の参画状況 （令和 7 年４月１日現在） 

区分 総委員数（人） 女性委員数（人） 割合（％） 

行政委員会（地方自治法第 180 条の

5 参照） 
27 ４ 14.8 

附属機関等（地方自治法第 138 条の

4・第 202 条の 3 参照） 
421 108 25.7 

設置要綱などにより、長の私的諮問機

関として設置されている審議会等 
633 293 46.3 

合 計 1,081 405 37.5 

出典 協働推進課資料 
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  基本方針 
○ 誰もが性別や年齢、国籍等に捉われず自分らしくいきいきと暮らし、個性と能力を十分発揮

で き、尊厳が保たれるような施策を推進するとともに、市民や事業所と一体となって、男女共

同参画社会の実現を目指します。 

 
 

  施策の体系・内容 

 

⑴ 男女平等意識の形成 
男女平等意識の形成 

○ 男女共同参画センター「ゆーあい」を拠点として、男女共同参画フォーラム等の啓発事業

や情報誌の発行などに取り組み男女共同参画を推進するほか、家庭、学校、地域における男

女平等観に立った教育・学習を充実させるため、講座を実施するなど、学習機会の拡大を図

ります。 

○ あらゆるハラスメント行為の防止に向けて、広報や啓発活動を推進するとともに、学校や

市役所においてあらゆるハラスメント行為の発生防止に向けて、研修等を実施します。 

○ 市職員の男女平等意識の定着を促し、市民及び市内事業所の模範となるように努めます。 

 

⑵ 男女共同参画の推進 
男女共同参画の推進 

○ 市の政策や方針決定の場への男女共同参画を推進するため、参画機会の拡大に向けた環境

を整備し、各種審議会等への女性の積極的な参画を進めます。 

○ 男女が共に仕事やその他の活動と家庭生活を両立できるようワーク・ライフ・バランス

(* )の推進に取り組みます。 

  

2 男女共同参画 
  

⑴ 男女平等意識の形成 
  

男女平等意識の形成 
    

       
   

⑵ 男女共同参画の推進 
  

男女共同参画の推進 
     
       
   ⑶ 女性の自立支援と働きや

すい環境づくり 
  女性の自立支援と働きやすい環

境づくり      
       
   

⑷ 女性の健康と母性の保護 
  

女性の健康と母性の保護 
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⑶ 女性の自立支援と働きやすい環境づくり 
女性の自立支援と働きやすい環境づくり 

○ 働く女性が結婚、出産、介護等を機に仕事を辞めざるを得ないという状況の改善を目指す

とともに、女性の就労機会を拡大するため、関係機関と連携を図り、各種相談や情報提供・

支援等の充実に努めます。 

○ 女性リーダーの育成に向けた研修等の開催や地域社会で女性のキャリア支援などを行うメ

ンターバンクを運用し、企業や地域活動の場において男女双方の多様な意見が的確に反映さ

れることを目指します。 

○ 地域で活躍する女性のネットワークを構築し、企業、地域及び社会への女性の参画を促進

します。 

○ 男性も女性も仕事と家庭の両立が可能となるよう保育内容の充実を図るとともに、ファミ

リー・サポート・センター事業などを通して、働く男女の子育て支援に努めます。 

 

⑷ 女性の健康と母性の保護 
女性の健康と母性の保護 

○ リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(* )の観点から、女性だけでなく男性も母性を理解す

ることの促進を図るため、妊娠、出産、家族計画など母性機能を守る上での知識の普及・情

報提供、妊産婦の健康診査など母子保健サービスの充実を図ります。 

○ 女性のための健康教室を実施するとともに、働く女性が受診しやすい検診の在り方につい

て検討を行います。 

 
 

  成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(* )リプロダクティブ・ヘルス・ライツ：妊娠や出産に関して、責任を持った上で自由に決 

断・決定することができる権利及びそれに関係す

る情報と手段を持つ権利等 

(* )ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和を意味し、やりがい等を持ちながら働く

とともに、家庭等においても多様な生き方が選択実現できる

状態 

指標 1 

審議会等への女性の参画率 

36.4％ 

(R5) 
➡ 

40.0％以上 

60.0％以下 

(R12) 

 

指標 2 

男性市職員の育児休業取得率 

46.5％ 

(R5) 
➡ 85％ 

(R12) 

 

指標 3 

ワーク・ライフ・バランス 

推進事業所の認定件数 

14 事業所 

(R5) 
➡ 30 事業所以上

(R12) 

 

指標 4 

ファミリー・サポート・センタ

ー事業の延べ利用件数【再掲】 

168 件 

(R5) 
➡ 500 件 

(R12) 
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第２節 教育 

１ 学校教育 

 

  現状と課題 

○ 本市には、市立小学校 9 校、市立中学校 5 校があります。そのうち第四小学校と第二中学校

は、多摩地域初の施設完全一体型小中一貫校である「小中一貫校村山学園」として、平成 22 年

4 月に開校しました。村山学園を発信校として、全校で小中一貫教育を推進しており、平成 28

年 4 月に、第七小学校と第四中学校が施設隣接型「小中一貫校大南学園」として開校しました。 

○ 令和７年５月１日現在、小学校の児童数は 3,613 人、中学校の生徒数は 1,844 人で、近年は僅

かずつ減少傾向にあります（表 4-3、4-4、図 4-1 参照）。 

○ このような状況の中、本市では令和４年 3 月に策定した「武蔵村山市教育、学術及び文化の

振興に関する総合的な施策の大綱」及び「第三次教育振興基本計画」の共通の基本理念である

「人と人との絆で 未来を拓く 学び支え合うまち 武蔵村山」のもと、「生きる力を育む教育

の推進」、「学校・家庭・地域の連携・協働の推進」、「教育の質の向上と教育環境の整備」、「自己

実現を目指す生涯学習の推進」及び「教育財産の有効活用の推進」の５つを基本方針とし、教育、

学術及び文化の振興に関する方策の総合的な推進に取り組んでいます。 

○ また、新たな時代に対応できる「生きる力」の育成の重要性、子ども一人一人に寄り添った教

育の重要性がうたわれ、ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）や、外国語教育、プログラミン

グ教育など、新たな教育に対応していくことが求められています。 

○ 令和５年度には、市や地域に愛着を持つとともに、市の発展や課題について考え、主体的に問

題解決に取り組む児童・生徒の育成を目指し、市内小・中学校でまちづくり学習を開始しまし

た。 

○ 特別支援教育については、「第五次特別支援教育推進計画」に基づき、特別支援教育をより一

層推進し、学校、家庭、地域、福祉、医療等の関係機関が連携して、特別な教育的支援が必要な

児童・生徒一人一人に適切な支援を行い、将来の社会的自立、地域の一員として生きていく力を

培うとともに、共生社会の形成を目指した教育を全ての学校において推進してきました。 

○ 学校施設については、本市における大部分の学校施設は建築後 40 年以上が経過し、老朽化が

進んでいます。学校施設は、児童・生徒が過ごす学習生活の場であるため、 災害時の安全性を

確保するとともに、より快適な環境づくりに努めることが求められています。 

○ 学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達のためだけではなく、食に関する正しい理解と適

切な判断力を養う上で重要であり、本市では安全・安心でバランスのとれたおいしい学校給食

の安定的な実施に努めています。令和７年４月には、防災食育センターの運用を開始しており、

災害時の応急給食機能を活用した平常時の学校給食への対応を実現しました。 
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表 4－3 小学校の学級数一覧                  （令和 7 年 5 月 1 日現在） 

学校名 1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 合 計 

第 一 小 学 校 2 2 2 2 2 2 12(8) 

第 二 小 学 校 2 2 2 2 2 2 12 

第 三 小 学 校 2 2 2 2 3 2 13 

小 中 一 貫 校 村 山 学 園 
第 四 小 学 校 

2 2 2 2 2 2 12 

小 中 一 貫 校 大 南 学 園 
第 七 小 学 校 

3 3 3 4 3 4 20 

第 八 小 学 校 3 3 4 3 4 4 21 

第 九 小 学 校 2 2 2 2 2 2 12 

第 十 小 学 校 2 2 2 2 2 3 13(3) 

雷 塚 小 学 校 1 1 2 1 1 1 7(7) 

(注)合計の（ ）は特別支援学級の数であり、外数 
 
 

表 4－4 中学校の学級数一覧    （令和 7 年 5 月 1 日現在） 

学校名 1 学年 2 学年 3 学年 合 計 

第 一 中 学 校 4 5 5 14(4) 

小 中 一 貫 校 村 山 学 園 

第 二 中 学 校 
2 2 2 6(7) 

第 三 中 学 校 4 4 4 12 

小 中 一 貫 校 大 南 学 園 

第 四 中 学 校 
3 3 3 9 

第 五 中 学 校 5 5 5 15 

(注)合計の（ ）は特別支援学級の数であり、外数 
出典 教育総務課資料 

 

図 4－1 児童・生徒数の推移                （各年 5 月 1 日現在） 

 

(注)令和 7 年は速報値 

出典：東京都資料 

 

4,558 4,406 4,323 4,202 4,058 3,925 3,804 3,760 3,632

2,194 2,161 2,200 2,143 2,188 2,154 2,139 2,005 1,964

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

小学校 中学校

（人）

平成28 29 令和元 2 3 5 6430 7年

出典 教育総務課資料 
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図 4－2 学校教育施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：教育総務課資料 

 

 

  基本方針 

○ 学校・家庭・地域の連携強化によって、地域が一体となって自立した一人の人間として生きる

力を育む教育を推進するとともに、児童・生徒が豊かな心を持ち、確かな学力や健やかな体力を

身に付けることができるよう、教育の質の向上と教育環境の整備に取り組みます。 

○ また、「武蔵村山市教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」及び「第三次教

育振興基本計画」が令和８年度に終期を迎えるため、次期の大綱及び基本計画を策定します。 

○ 校舎等の教育財産については、計画的な維持・管理に努め、安全性の向上に努めます。 

○ また、武蔵村山市防災食育センターを活用し、学校給食を通じた食育を推進します。 
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  施策の体系・内容 

1 学校教育 
  

⑴ 教育環境の整備 
  

①特色ある学校づくり 
    

       
   

 
  

②小中一貫教育の推進      
       
   

 
  ③弾力的通学区制と学校選択制

の展開      
       
   

 
  

④特別支援教育の推進      
       
   

 
  ⑤健康・安全教育の充実と安全確

保の推進      
       
   

 
  

⑥学校給食の充実      
       
   

 
  

⑦キャリア教育・進路指導の推進      
       
   

 
  

⑧適応指導・教育相談の充実      
       
   

 
  

⑨教職員の資質向上      
       
   ⑵ 社会の変化に対応した教

育の推進 
  

①学力向上策の推進 
     
       
   

 
  

②心の教育の充実      
       
   

 
  

③健康・体力の保持増進策の検討      
       
   

 
  

④国際理解教育の推進      
       
   

 
  

⑤情報教育の充実      
       
   

 
  

⑥環境教育の推進      
       
   

 
  

⑦体験学習の充実      
       
   

 
  ⑧開かれた学校づくりの推進と

学校経営の充実      
       
   

 
  

⑨読書活動の推進      
         
   

 
  

⑩まちづくり学習の推進      
       
   

⑶ 教育施設・設備の充実 
  

①学校施設・設備の整備      
       
   

 
  

②教育センター活動の推進      
       
   

 
  

③教育機器・教材の充実      
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⑴ 教育環境の整備 
① 特色ある学校づくり 

○ 平成 29 年 3 月に改訂された学習指導要領に基づき、特色ある学校づくりを進めるため、

地域の自然・歴史や文化等を題材とした創意工夫のある、地域に根ざした開かれた教育を展

開します。 

   

② 小中一貫教育の推進 

○ 「施設一体型」、「施設隣接型」、「施設分離型」の３つの型の小中一貫教育を推進するとと

もに、市民や保護者等に小中一貫教育について、理解を深めてもらうため、情報発信を行い

ます。 

○ 学校運営協議会との更なる連携を図り、地域に密着した教育活動の充実を図るとともに、

小・中学校の教職員が連携した学習指導を実施し、児童・生徒の学力向上・体力向上及び健

全育成を図ります。 

 

③ 弾力的通学区制と学校選択制の展開 

○ 「武蔵村山市立学校の指定に関する規則」に基づき、区域外就学や指定校変更申請につい

ては、個々の実情により弾力的に対応します。 

○ また、中学校の学校選択制については、引き続き保護者等の意見を参考としながら実施し

ていきます。 

 
④ 特別支援教育の推進 

○ 特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒一人一人の能力を最大限に伸長し、社会的自立

を図るため、乳幼児期から学校卒業までのライフステージを見通し、学校・家庭・地域と関

係機関の連携により、共生社会の実現に向けた特別支援教育を推進します。 

○ 特別支援教育における校内体制を整備するとともに、教員研修や特別支援教育コーディネ

ーター養成研修を実施します。 

○ インクルーシブ教育(* )の推進と、個別の教育的ニーズのある児童・生徒の自立と社会参

加の実現に向け、多様で柔軟な教育課程の中で、可能な限り、交流及び共同学習を推進しま

す。 

 
⑤ 健康・安全教育の充実と安全確保の推進 

○ 学校保健安全法に基づく定期健康診断や健康相談の実施、保健指導の充実等により、児童・

生徒の心と体の健康管理に努めます。 

○ また、薬物乱用や犯罪などの危険から身を守るためのセーフティ教室の実施や地域安全マ

ップの作成等、地域や関係機関と連携した安全教育を推進するとともに、登下校時における

防犯ブザーの携行、通学路における合同点検などを通して、児童・生徒の安全確保を図りま

す。 

  

(* )インクルーシブ教育：障害のある児童・生徒が他の児童・生徒と同じように、平等に教育

を受けることができる権利を確保できる教育制度 
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⑥ 学校給食の充実 

○ 学校給食調理等業務を民間に委託し、将来にわたって学校給食を安定的に提供するととも

に、経費の削減及びサービス水準の維持向上を図ります。 

○ 食育や地産地消を重視し、地元農家の協力を得て地場食材を積極的に導入するとともに、

アレルギー除去食への対応など安全・安心な給食の提供を行います。 

○ 食生活に対する正しい理解や適切な判断力などを養うため、学校給食を通じた食育を推進

していきます。 

 
⑦ キャリア教育・進路指導の推進 

○ 職場見学、職場体験等を活用して、児童・生徒が自らの生き方を考え、望ましい職業観や

勤労観を培い、主体的に進路を選択することができるよう、地域や企業と連携した計画的・

組織的なキャリア教育・進路指導を推進します。 

 
⑧ 適応指導・教育相談の充実 

○ 児童・生徒や保護者の悩みや課題にきめ細かく対応していくため、適応指導教室や教育相

談室の機能を強化するとともに、各小・中学校に配置しているスクールカウンセラーを中心

に、適応指導・教育相談体制の充実を図ります。 

○ スクールソーシャルワーカーを配置することにより、関係機関相互の調整・連携を図り、

学校だけでは対応が困難な事例等に対応します。 

 
⑨ 教職員の資質向上 

○ 「授業改善推進プラン」を活用するなど、教職員の能力開発や指導力の向上のため、教職

員研修・研究機能を整備します。 

 

⑵ 社会の変化に対応した教育の推進 
① 学力向上策の推進 

○ 児童・生徒一人一人に確かな学力の定着を図るため、「市立学校の学力向上策」及び「児童・

生徒の学力向上に向けて」に基づき授業改善を図るとともに、家庭や地域との連携を図りま

す。 

○ 放課後や長期休業中に学校施設を活用し、児童・生徒の学習習慣の確立や基礎学力の定着

に向けて、学習支援を行います。 

   

② 心の教育の充実 

○ 学校・家庭・地域がそれぞれの役割を発揮し、相互の緊密な連携の下、地域ぐるみで、児

童・生徒一人一人を見守り、育てる環境を整備するとともに、道徳的実践活動を通し、心の

教育の充実を図ります。 

○ 保育所・幼稚園と小・中学校及び公民館や図書館などが情報交換などによって連携を強め、

一貫した心の教育の在り方について検討し、その実践に努めます。 

 

③ 健康・体力の保持増進策の検討 

○ 児童・生徒一人一人の体力の向上及び健康の保持増進を図るため、学校と家庭が連携した

体力向上策及び食育の推進を図ります。 
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④ 国際理解教育の推進 

○ 様々な分野で国際化が進展する中、児童・生徒が外国の文化や社会を理解し、豊かな国際

感覚を身に付けられるよう、JET－ALT（外国青年招致事業による外国語指導助手）による英

語教育や、総合的な学習の時間での取組などを強化し、国際理解教育を推進します。 

○ 帰国児童・生徒及び外国籍の児童・生徒が、日本での生活に速やかに適応できるよう、日

本語指導及び生活指導の充実を図ります。 

 
⑤ 情報教育の充実 

○ 高度情報化社会に柔軟な対応ができる児童・生徒を育てるため、GIGA スクール構想(*)の

実現のために整備したタブレット端末をはじめとする情報機器や視聴覚ソフトを最大限に活

用し、効果的な学習指導に努めます。 

○ インターネット等を利用した学校間交流などを推進します。 

○ 情報モラル及び情報リテラシー教育の徹底により、情報機器等の正しい利用方法の指導を

行うとともに、インターネットなどの普及による多種多様な危険や犯罪に巻き込まれないよ

う、情報教育の充実を図ります。 

   

⑥ 環境教育の推進 

○ 地球温暖化、オゾン層の破壊等の地球環境問題や大気汚染、騒音問題、水質汚濁やごみ問

題等の都市・生活型公害など、様々な環境問題に対して興味・関心を持ち、理解を深める教

育を展開します。 

 

⑦ 体験学習の充実 

○ 地域の自然や歴史、文化等に直接触れる郷土学習や福祉の心を育てるボランティア活動へ

の参加などの体験学習を充実します。 

 
⑧ 開かれた学校づくりの推進と学校経営の充実 

○ 保護者や地域の願いを受け止め、共に子どもを育てるという視点に立った学校づくりを進

めるため、コミュニティ・スクール、学校評価制度等を活用して意見を反映させるとともに、

学校公開、学校ホームページ、SNS 等を活用し、教育活動や学校経営方針の積極的な公開・

公表に努めます。 

○ 中学校の部活動に地域住民を外部指導員として配置し、部活動の活性化を図ります。 

   

⑨ 読書活動の推進 

○ 学校図書館と市立図書館の連携を強化するとともに、児童・生徒に読書活動を通して考え

る力や豊かな感性などを育み、人間力の基礎となる「言語能力」の育成を図ります。 

 

⑩ まちづくり学習の推進 

○ 市内小・中学校の地域の特性をいかしたまちづくり学習を実施し、市や地域に愛着を持つ

とともに、市の発展や課題について考え、主体的に問題解決に取り組む児童・生徒の育成を

図ります。 
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⑶ 教育施設・設備の充実 
① 学校施設・設備の整備 

○ 児童・生徒が安全に充実した学校生活が送れるように、学校施設・設備の改修整備を計画

的に推進するとともに、適正な維持管理に努めます。 

○ 地震等災害時の避難施設として有効に活用できるように施設の充実を図るとともに、学校

施設の非構造部材の耐震化を推進し、多くの方が安心して施設を利用できるように設備の充

実を図ります。 

○ 民間企業の知識などを活用し、学校施設の管理を効率化・高度化を図るため、包括管理業

務委託を検討します。 

   

② 教育センター活動の推進 

○ 教職員の資質の向上、家庭や児童・生徒の悩みに対応するため、研修室、適応指導教室、

教育相談室等の教育センターの機能充実を図るとともに、教育に関する情報の収集・提供な

どを行います。 

 

③ 教育機器・教材の充実 

○ タブレット端末やデジタル教材等の情報機器や、視聴覚機器の導入・更新など、新しい教

育内容や指導方法の変化に応じた情報教育の一層の推進を図ります。 

 

 
  成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標３ 

学校給食における地元産の 

野菜・果物等の使用量 
（児童・生徒 1 人当たり/年） 

6.05kg 

(R5) 
➡ 6.05kg 

(R12) 

 

指標４ 

学校給食における地元産野菜・

果物等の使用品目数 

23 品目 

(R5) 
➡ 23 品目 

(R12) 

 

指標１ 

「地域や社会をよくするために

何かしてみたいと思いますか」

において肯定的な回答をする 

児童・生徒の割合 

小６：64.1％ 

中３：53.3％ 

(R5) 

➡ 
小６：85％ 

中３：85％ 

(R12) 

 

指標２ 

公費補助対象学年の 

英語検定受験率 

34.8％ 

(R5) 
➡ 50％ 

(R12) 
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２ 生涯学習 

 

  現状と課題 

○ 人生 100 年時代を迎えている中、 市民の生涯学習に対する期待や意欲はより一層高まって

います。そのため、市民が生涯学習を通じて心豊かな人生を送ることができるよう、多様で質の

高い学習機会を適切に提供することが求められています。 

○ このような状況の中、本市では市民の価値観の変化・多様なニーズに応えるため、公民館や図

書館、市民会館（さくらホール）等の施設において、様々な学習機会の場を提供しています。ま

た、インターネットを通じて時間や場所を問わず電子書籍の貸出・閲覧・返却・予約などが可能

な「むさしむらやま電子図書館」のサービスを導入するなど、学習情報をより享受しやすい環境

の実現にも努めています。 

○ 今後も市民の多様なニーズに応えるため、よりよい学習環境の整備や、より質の高い学習情

報の提供に努める必要があります。 
 

図 4－3 生涯学習施設位置図 

 

出典 文化振興課・図書館資料 
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表 4－5 生涯学習施設等一覧                （令和 7 年 4 月 1 日現在） 

名  称 施 設 内 容 

公 民 館 - 

公 民 館 中 久 保 分 館 - 

公 民 館 さ い か ち 分 館 - 

市民会館（さくらホール） - 

歴 史 民 俗 資 料 館 - 

歴 史 民 俗 資 料 館 分 館 - 

緑 が丘 ふれ あい センタ ー 
コミュニティセンター、男女共同参画センター（ゆーあい）、 

老人福祉館 

市 民 総 合 セ ン タ ー 
保健福祉総合センター、教育センター、 

子ども家庭支援センター 

図 
書 
館 

雷 塚 図 書 館 - 

中 久 保 図 書 館 - 

学 

習 

等 

供 

用 

施 

設 

雷 塚 地区会館 

中 藤 地区会館、地区図書館、地区児童館 

中 部 地区会館 

三 ツ 木 地区会館、地区図書館 

大 南 地区会館、地区図書館、地区児童館 

残 堀 ・ 伊 奈 平 地区会館、地区図書館、地区児童館 

出典 文化振興課・図書館資料 

 

表 4－6 社会教育関係施設利用状況                    （令和 6 年度実績） 

(注)（）内は談話室使用人数であり、外数 

出典 教育総務課・文化振興課資料 

施設名 

開館

日数 
主催事業 一般団体 その他 合計 

日 回 人 回 人 回 人 回 人 

公 民 館 342 354 4,185 497 6,480 1 31 852 10,696 

公 民 館 中 久 保 分 館 346 - - 139 1,156 45 398 184 1,554 

公民館さいかち分館 341 2 2 2,374 27,558 35 726 2,411 28,286 

雷 塚 地 区 会 館 348 - - 720 7,886 136 661 856 8,547 

中 藤 地 区 会 館 340 3 22 687 5,391 50 589 740 6,002 

中 部 地 区 会 館 344 227 2,519 74 1,345 3,889 83,929 4,190 87,793 

三 ツ 木 地 区 会 館 340 1 5 1,053 12,616 69 1,181 1,123 13,802 

大 南 地 区 会 館 340 8 106 970 10,173 75 
1,957 
(377) 

1,053 
12,236 

(377) 

残堀・伊奈平地区会館 340 2 13 1,324 12,356 127 1,089 1,453 13,458 

生 涯 学 習 活 動 室 324 17 235 1,017 12,126 508 9,190 1,542 21,551 

合計  614 7,087 8,855 97,087 4,935 
99,751 

(377) 
14,404 

203,925 
(377) 
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基本方針 

○ 市民一人一人が生涯にわたって自ら学び、個人としての生きがいや楽しみ、心の豊かさを追

求することにより、生活の充実や向上を実現するとともに、文化に親しみ、社会参加できる機会

の充実を図ります。 

 

  施策の体系・内容 

 

⑴ 学習情報・学習機会の充実 
① 学習プログラムの拡充 

○ 「出前講座むさしむらやま塾」の講座内容を充実し、制度の更なる利用促進に努めるとと

もに、男女共同参画社会の実現や環境、福祉、教育等の現代的な課題や、文化、芸術、まちづ

くり等の地域的な課題など、市民ニーズに応じた課題に対し、講座や教室などを開催し、学

習機会の拡充に努めます。 

○ 文化・芸術的な講座については、市民との共同開催を図ります。 

   

② 学習グループ・団体に対する支援 

○ 自主的な学習活動を行う市民グループや団体と連携し、学習内容や運営、指導者、活動場

所の周知等を図ります。 

○ 活動成果の発表・紹介の場となる生涯学習フェスティバルの開催について、教育・文化・

福祉・産業・観光など関係機関や施設との連携により開催します。 

 

③ 公共施設予約システムの運用 

○ 各種団体の生涯学習活動情報を提供するとともに、自宅等から公共施設の空き状況検索や

予約を行うことができる公共施設予約システムを運用し、市民の生涯学習活動の支援及び公

共施設利用の利便性の向上を図ります。 

  

2 生涯学習 
  

⑴ 学習情報・学習機会の充実 
  

①学習プログラムの拡充 
    

       
   

 
  ②学習グループ・団体に対する支

援      
       
   

 
  

③公共施設予約システムの運用 
     
       
   

 
  

④子ども読書活動等の推進 
     
       
   

⑵ 推進体制の充実 
  

①生涯学習の推進 
     
       
   

 
  

②指導者の育成と人材の活用 
     
       
   

⑶ 生涯学習施設・設備の整備 
  

生涯学習施設・設備の整備 
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④ 子ども読書活動等の推進 

○ 子どもが自主的な読書活動を行うことができるよう、読書の状況等を踏まえ、子ども読書

活動に関する施策を推進します。 

○ 文字・活字文化の振興に資するため、必要な施策の検討を進めます。 

 

⑵ 推進体制の充実 
① 生涯学習の推進 

○ 郷土意識や生きがいのもてるまちづくりを関係機関や市民と協働で進めるため、学習機会

の場の提供及び団体に関する的確な情報の提供により、市民の生涯にわたる学習活動や社会

参加活動の支援を行います。 

○ 市民各層の意見・要望を反映し、市民ニーズに合った生涯学習の充実に努めます。 

   

② 指導者の育成と人材の活用 

○ 市民が培った知識や技術等を地域社会にいかすための場の検討を行い、多様な人材を発掘

するとともに、指導者の育成を図ります。 

○ 学習・施設ボランティアの育成や地域づくりリーダーを確保するとともに、学校教育等を

支援する広域的な人材活用のネットワーク化を進めます。 

 

⑶ 生涯学習施設・設備の整備 
生涯学習施設・設備の整備 

○ 公民館、図書館、市民会館等の生涯学習施設の適正な維持管理・充実に努めます。 

○ 利用者が快適に学習や読書などに取り組めるよう図書館の環境整備を推進していきます。 

○ また、限られたスペースを有効活用し、子ども・若者などの居場所づくりを検討します。 

○ 各施設が一層利用しやすくなるように、施設を予約するための公共施設予約システムの操

作性、利便性を高め、利用者の負担軽減を進めます。 

○ 既存の公共施設の最適配置に向けた検討と合わせて、中央図書館及び中央公民館の機能を 

併せ持つ複合施設として、（仮称）生涯学習センターの設置について検討を進めます。 

○ 教育・観光・産業分野との連携の下、青少年が地域の自然と接し、様々な体験を通して学

習活動ができる場づくりの検討を進めます。 

 
 

  成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 1 

出前講座の講座数 

70 講座 

(R5) 
➡ 73 講座 

(R12) 

 

指標 4 

公民館講座の定員に対する 

受講割合 

68.0% 

(R5) 
➡ 90.0％ 

(R12) 

 

指標 3 

おはなしの会の開催回数 

101 回／年 

(R5) 
➡ 144 回／年 

(R12) 

 

指標 2 

郷土・行政資料の所蔵数 

4,135 冊 

(R5) 
➡ 

5,000 冊 

(R12) 
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３ スポーツ・レクリエーション 

 

  現状と課題 

○ スポーツ・レクリエーションは、 健康増進や体力の向上、 地域コミュニティの活性化などに

重要な役割を果たしています。 

○ 本市は、市民が生涯を通じてスポーツを愛し親しむことで、健康で豊かな心とからだを育む

ことができる、明るく活力に満ちたまちづくりを目指し、平成 26 年 10 月 5 日に「武蔵村山市

スポーツ都市宣言」を行いました。さらに、令和６年度には、スポーツ都市宣言が 10 周年を迎

え、記念事業として、AR スポーツの体験会を行いました。 

○ スポーツやレクリエーションに親しむことは、体力の向上や精神的なストレスの発散など、

心身の両面にわたる健康の保持増進につながることから、市民のニーズは高く多様化する傾向

にあります。 

○ そのため、今後は、スポーツ・レクリエーションに接することが少なかった市民にスポーツ事

業等への参加を促進することや、障がい者スポーツの普及等、さまざまな取組を図っていく必

要があります。  

○ また、生涯にわたってスポーツとの関わりを持つことができる環境を整えるためには、地域

と 連携した取組が肝要であるため、住民が主体的に運営する武蔵村山市総合型地域スポーツ 

クラブ（よってかっしぇクラブ）の充実を図る必要があります。 

○ 市内スポーツ施設については、子ども、高齢者、障がい者を含め、誰もが安全にスポーツを楽

しむことができるよう環境整備を進める必要があります。さらに、誰もが楽しめるスポーツイ

ベントや大会など、スポーツを通した市民の交流にも力を入れていくことが求められています。 
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図 4－4 スポーツ施設位置図 

 

（注）図中に記載の番号は表 4－7 スポーツ施設等一覧の№ 

出典 環境課・スポーツ振興課資料 
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表 4－7 スポーツ施設等一覧                   （令和７年 4 月 1 日現在） 

№ 名 称 面積(㎡) 競技施設 備 考 

1 野 山 北 公 園 運 動 場 6,656.00 ・多目的グラウンド  

2 野 山 北 公 園 プ ー ル 3,425.17 ・プール(25m、幼児用)  

3 総 合 運 動 公 園 運 動 場 42,690.50 

・第 1 運動場：硬式・軟式野球、 
ソフトボール 

・第 2 運動場：陸上競技、サッカー等 
・第 3 運動場：少年野球等 

 

4 大 南 公 園 野 球 場 7,161.43 ・野球場(ナイター施設)  

5 大 南 公 園 庭 球 場 2,117.67 ・庭球場(3 面)  

6 雷 塚 公 園 野 球 場 7,817.65 ・野球場  

7 雷 塚 公 園 庭 球 場 2,138.85 ・庭球場(3 面)  

8 総 合 体 育 館 3,437.70 

・第一体育室：バスケットボール、 
バレーボール、 
バドミントン等 

・第二体育室：空手道、剣道、 
軽体操等 

・第三体育室：柔道、合気道、 
軽体操等 

・会議室：各種会議等 
・トレーニング室 
・卓球スペース 
・ランニング走路 
・幼児体育室 

総合運動
公園内 

9 三 ツ 木 庭 球 場 2,384.37 ・庭球場(2 面)  

10 三 ツ 木 地 域 運 動 場 4,865.57 

  

11 残堀・伊奈平地域運動場 3,004.98 

12 原 山 地 域 運 動 場 3,980.86 

13 後 ヶ 谷 戸 運 動 広 場 1,276.61 

14 小 山 内 運 動 広 場 2,058.64 

15 入 り 運 動 広 場 1,203.15 

16 赤 堀 運 動 広 場 995.00 

17 シ ド メ 久 保 運 動 広 場 2,053.23 

18 シドメ久保第二運動広場 570.23 

19 新 大 南 運 動 広 場 1,065.02 

20 中 藤 五 丁 目 運 動 広 場 676.00 

21 中 村 運 動 広 場 1,418.60 

出典 環境課・スポーツ振興課資料 
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◆武蔵村山市スポーツ都市宣言 

平成 26 年 10 月 5 日 

私たち武蔵村山市民は、緑豊かな狭山丘陵のもと、生涯を通じてスポーツを愛し、スポー

ツに親しむことにより、健康で豊かな心とからだを育み、明るく活力に満ちた、武蔵村山市

を築くため、ここにスポーツ都市を宣言します。 

1 スポーツに親しみ、健康でいきいきとした心とからだをつくりましょう。 

1 スポーツを実践し、自分を鍛え、強い心とからだをつくりましょう。 

1 スポーツを楽しみ、わくわくした明るい毎日をすごしましょう。 

1 スポーツを通じ、地域の絆を育み、友情の輪をひろげましょう。 

1 スポーツを愛し、すべての市民が夢や希望を持つことのできる活力に満ちたまちをつく

りましょう。 
 
◆スポーツ都市宣言ロゴマーク 

 

 

 

  基本方針 

○ 市民が、生涯にわたって明るく健康的に活力に満ちたスポーツライフを過ごせるよう生涯ス

ポーツ社会の実現を目指します。 

○ また、誰もがいつでも気軽に身近な場所で健康・体力づくりができるよう、スポーツ・レクリ

エーション事業の拡充や生涯にわたってスポーツとの関わりをもてる環境の整備、スポーツ・

レクリエーション施設の整備、改善を推進します。 

 

  



 

26 

  施策の体系・内容 

 

⑴ スポーツ・レクリエーション活動の充実 
① 地域スポーツの振興 

○ 地域の特性や、市民の要望に応じたスポーツ環境の整備とスポーツ活動の活性化に向け、

地域が主体となる「総合型地域スポーツクラブ」の運営を支援し、「いつでも、どこでも、だ

れでも、いつまでも」気軽に楽しめる地域コミュニティの場を展開し、安定したスポーツ活

動と交流が行えるよう、スポーツ文化の構築に努めます。 

○ スポーツ活動の充実と基盤形成のために、スポーツ推進委員やスポーツ協力員との連携、

協力を更に推進します。 

○ 総合体育館を中核とする総合運動公園、野球場等の体育施設の効率的な活用に努めるとと

もに、公共施設予約システムの運用による利便性の向上を図ります。 

   

② スポーツ事業の運営 

○ 市民の要望等を踏まえて、新たな競技種目を取り入れるなど各世代が広く参加できる環境

や機会の充実を図り、きめ細かな事業運営に努めます。 

 

③ スポーツ団体等との連携 

○ 体育協会を中心としたスポーツやレクリエーション団体の運営強化を支援するとともに、

スポーツ指導者の人材確保や育成に努めるなど、体育協会等と密接に連携しながらスポーツ

振興を推進します。 

 

  

3 スポーツ・ 
レクリエーション 

  ⑴ スポーツ・レクリエーショ
ン活動の充実 

  
①地域スポーツの振興 

    
       
   

 
  

②スポーツ事業の運営 
     
       
   

 
  

③スポーツ団体等との連携 
     
       
   ⑵ スポーツ・レクリエーショ

ン施設の整備 
  

①総合運動公園の整備 
     
       
   

 
  

②スポーツ施設の整備・充実 
     
       
   

 
  

③校庭・屋内運動場開放の推進 
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⑵ スポーツ・レクリエーション施設の整備 
① 総合運動公園の整備 

○ 競技スポーツなどの高度なスポーツニーズに応えるため、総合体育館を中核とした総合運

動公園の機能の充実に努めます。 

   

② スポーツ施設の整備・充実 

○ 日常生活圏でスポーツと親しめる場や環境を確保するため、各種スポーツ施設や地域運動

場等の整備・充実に努め、地域スポーツの振興を図ります。 

 

③ 校庭・屋内運動場開放の推進 

○ 学校教育に支障のない範囲で学校施設を市民に広く開放し、地域のスポーツ・レクリエー

ションの振興を図るとともに、必要な設備の充実に努めます。 

 
 

  成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 1 

スポーツ少年団登録団体数 

４団体 

(R5) 
➡ 11 団体 

(R12) 

 

指標 2 

総合型地域スポーツクラブ会員数 

172 人 

(R5) 
➡ 505 人 

(R12) 
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１ 市民文化 

 

  現状と課題 

○ 日ごろの文化・芸術活動の成果を発表・展示する機会として市民文化祭を開催するなど、市民

の文化の創造と活動のための機会を提供してきました。 

○ また、市民会館（さくらホール）の管理・運営を継続して行い、市民の文化の創造と活動のた

めの場の充実にも努めています。 

○ 今後も、文化・芸術活動の発表機会を確保するとともに、そうした文化・芸術活動に市民が触

れる場を設けることで、市民文化の高揚を図っていくことが求められます。 

 

  基本方針 

○ 地域の文化を支える市民の文化活動団体を支援するとともに、市民が文化や芸術に触れる機

会を確保します。 

 

  施策の体系・内容 

  

1 文化 
  

⑴ 文化・芸術の振興 
  

①参加機会や場の拡充 
    

       
   

 
  

②関係団体・人材の育成 
     
       
   

 
  

③公民館事業の充実 
     
       
   

⑵ 文化・芸術施設の整備 
  

文化・芸術施設の整備 
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⑴  文化・芸術の振興 
① 参加機会や場の拡充 

○ 各種文化講座の開設や学習情報の提供などを推進し、市民が主体的に文化・芸術に触れる

機会や場の確保に努めます。 

   

② 関係団体・人材の育成 

○ 文化活動の推進のため、各種文化団体の育成や指導者の養成を支援するとともに、団体間、

指導者間の連携を促進します。 

 

③ 公民館事業の充実 

○ 文化・芸術活動を一層活発化するため、市民や関係機関等と連携して、公民館事業の充実

を図ります。 

○ ホームページや SNS 等の活用により事業の周知に努めます。 

 

⑵ 文化・芸術施設の整備 
文化・芸術施設の整備 

○ 市民会館は、平成 20 年度から指定管理者による管理を行っており、指定管理者の新たな

発想による適切な維持管理や利便性の向上など、利用者に喜ばれる施設運営の支援を行いま

す。 

 
 

  成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標 1 

市民会館利用者数 

180,640 人/年 

(R5) 
➡ 201,000/年 

(R12) 
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２ 伝統文化・文化財 

 

  現状と課題 

○ 本市には、縄文時代の遺跡である吉祥山遺跡をはじめとする遺跡等や、古くから残る文化財

があり、指定文化財も数多く、市民の財産として保護・保存を図っています（図 4-5、表 4-8 参

照）。 

○ また、歴史民俗資料館を拠点として文化財に関する調査・研究や講座・教室事業等を行うとと

もに、保護・保存と合わせて、展示などの活用に努めています。特に歴史民俗資料館については、

市指定文化財をはじめとする歴史資料のデジタル化に向けた取組を行っています。 

○ しかし、都市開発の進行や高齢化の進展とともに、これらの地域に残る歴史的な資源や文化、

また、伝統芸能が失われつつあります。 

○ 地域に根付いた優れた歴史的文化は大切に保存し次世代に引き継いでいくことが重要であり、

人々が日常生活の中で守り続けてきた貴重な財産をまちづくりに生かし、残していく必要があ

ります。 

○ 今後も、伝統文化や文化財に対する市民の関心と理解を高め、歴史・伝統に触れる機会の提供

を図り、文化財の保護思想の普及を図っていく必要があります。 

○ また、それらを、次世代を担う子どもたちが引き継いでいけるよう、気軽に伝統文化や文化財

に触れ、 楽しく学べる環境づくりをしていくことが求められています。 
 

図 4－5 文化財等の分布状況 

 
（注）図中に記載の番号は表 4-8 文化財一覧の№ 

出典 文化振興課資料 
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表 4－8 文化財一覧                        （令和７年 1 月 1 日現在） 

指定種類 № 名 称 所在地 所有者又は保持者等 指定年月 

都 指 定 

無形文化財 
△ 村山大島紬 本町二丁目 村山織物協同組合 昭和 42 年 3 月 

都指定無形 

民俗文化財 
■ 

双盤念仏 

（薬師念仏鉦はり） 
三ツ木三丁目 

薬師念仏鉦はり 

保存会 
平成 3 年 3 月 

市 指 定 

有形文化財 

1 眞福寺梵鐘 
中藤一丁目 眞福寺 昭和 51 年 4 月 

2 眞福寺格天井花鳥画 

3 指田日記 本町五丁目 武蔵村山市 昭和 51 年 4 月 

市指定有形 

民俗文化財 

4 細田山庚申塔 三ツ木三丁目 慈眼寺 

昭和 51 年 4 月 

5 大日堂庚申塔 神明三丁目 個人所有 

市指定史跡 6 三本榎 榎三丁目 武蔵村山市 

市指定旧跡 7 地頭大河内氏墓 本町三丁目 長圓寺 

市指定無形 

民俗文化財 

9 三ツ木天王様祇園ばやし 三ツ木五丁目 
三ツ木天王様 

祇園ばやし保存会 

10 重松囃子 中央三丁目 萩赤重松囃子保存会 

11 横中馬獅子舞 本町三丁目 横中馬獅子舞保存会 

市指定有形 

民俗文化財 

12 
神明ヶ谷戸大日堂の 

大日如来像 
神明三丁目 個人所有 

平成 7 年 12 月 

13 堂山墓地の如意輪観音像 神明二丁目 眞福寺 

14 原山の馬頭観世音菩薩 中央二丁目 個人所有 

市 指 定 

有形文化財 
15 萩の尾薬師堂の宝篋印塔 中央三丁目 萩ノ尾薬師堂 

市指定有形 

民俗文化財 
16 猿久保尾根の庚申塔 岸三丁目 禅昌寺 

市 指 定 

有形文化財 
17 村山織物協同組合事務所 本町二丁目 村山織物協同組合 

平成 13 年 12 月 
市指定無形 

民俗文化財 
18 谷津仙元神社富士講 中藤三丁目 

仙元神社富士講 

谷津講社 

市 指 定 

有形文化財 

19 
屋敷山遺跡出土 

人面装飾付土器 
本町五丁目 武蔵村山市 平成 15 年 6 月 

20 
屋敷山遺跡出土 

中世常滑窯大甕 

市指定旧跡 21 
東京陸軍 

少年飛行兵学校跡地 
大南三丁目 

武蔵村山市 
平成 19 年 7 月 

禅昌寺 

市 指 定 

有形文化財 

22 乙幡市郎右衛門家文書 

本町五丁目 武蔵村山市 平成 27 年 7 月 23 内野佐兵衛家文書 

24 渡辺源蔵家文書 

（注）№8 は「薬師念仏鉦はり」の東京都指定に伴い市指定を解除し欠番 
出典 文化振興課資料 
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  基本方針 

○ 市民の大切な財産として、文化財の適正な保護・保存に努めるとともに、資料の展示や各種講

座、教室の実施等により、文化財保護に対する市民意識の向上を図ります。 

○ さらに、地域の伝統的な文化を子どもたちの世代に継承していく機会を提供し、保護思想の

高揚に努めます。 

 

 

  施策の体系・内容 

 

⑴ 文化財の調査・研究 
文化財の調査・研究 

○ 市内に所在する各種文化財等の調査を実施し、その種別など文化財としての位置付けを明

らかにしていきます。 

○ 宅地等の開発に伴う遺跡調査を継続して実施し、出土品の保護・保全や記録・保存に努め

ます。 

 

⑵ 文化財の保護・活用 
① 文化財の保護の推進 

○ 収蔵資料の公開・展示や歴史講座などを実施するとともに、文化財保護審議会などの意見

を尊重し、デジタル化を含めた文化財の保護及び活用を図り、各種文化財の適正な管理及び

保護に努めます。 

   

② 文化財の活用 

○ 歴史のある神社仏閣などの文化財や、東京陸軍少年飛行兵学校正門跡などの軍事施設を紹

介し、ふるさとの歴史や文化を学べるコースの周知に努めます。 

 

③ 関係団体・人材の育成 

○ 郷土の歴史、伝統芸能などの伝承に関する講座の開催、市民プログラムの充実等により、

設立された市民団体等との連携や交流の促進に努めます。 

 

2 伝統文化・文化財 
  

⑴ 文化財の調査・研究 
  

文化財の調査・研究 
    

       
   

⑵ 文化財の保護・活用 
  

①文化財の保護の推進 
     
       
   

 
  

②文化財の活用 
     
       
   

 
  

③関係団体・人材の育成 
     
       
   

 
  

④市民会館・公民館事業の充実 
     
       
   ⑶ 歴史民俗資料館の整備・ 

充実 
  

歴史民俗資料館の整備・充実 
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④ 市民会館・公民館事業の充実 

○ 伝統的な文化、芸術などの講座や教室などを開催し、学習機会の拡充に努めます。 

○ また、これらの講座については、市民との共同開催を図ります。 

 

⑶ 歴史民俗資料館の整備・充実 
歴史民俗資料館の整備・充実 

○ 歴史民俗資料館及び分館の適切な維持管理に努めるとともに、市民の財産として文化財の

適正な収集・管理及び文化財の保護、保存に努めます。 

○ 収蔵資料のデジタル化を計画的に行い、利便性の向上を図るとともに、市内外を問わず広

く発信していきます。 

 

 

  成果指標 

指標 1 

歴史民俗資料館利用者数 

5,584 人 

(R5) 
➡ 12,000 人 

(R12) 

 

指標 2 

歴史散策コースマップ販売冊数 

37 冊 

(R5) 
➡ 150 冊 

(R12) 
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